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早稲田大学助教授 柴碕 @  @ 暁 

( はじめに ) 消を 訴求したにれとともに、 差押解除までに 損 

害賠 脩の請求をなしたものと 思われる ) 。 ロリアン 

キューバの国有会社を 債務者として 発生し 商事 秩料 所レフェレ判事は、 差押命令の取消を 命 

た 債権 に基づき、 債権 者が債務者とは 別の同 じるとともに、 2 ㏄ 0 年 8 月 4 日の決定をもって 、 

国の国有会社に 属する船舶を 差押えたところ、 汎 -Y6 らに、 X に対する 2 万フランスフランの 文 

差押許可の取消が 請求され、 取消が認容され ヰム を命じた。 h- Y 。 らは、 控訴した。 

た。 そこで、 債権 者側が控訴したのが 本件 差 

押 許可命令取消請求控訴事件であ る。 億 権 者 ( 判囲 

側は、 船舶所有会社の 法人格の仮装性を 根拠 控訴棄却。 Y 亡 Y 。 の原審決定の 取 消 請求． X に 

に原審を攻撃したが、 控訴院は仮装性の 証明 対する 異 浜手数料近近請求、 および、 Y.-Y6 に よ 

が果されなかったものとして 原審を支持した。 る訴権 濫用を理由とした X からの損害賠償請求は 

本稿は、 この事例の検討を 好機として、 国有 棄却。 

会社であ るシングルシッブカンパニ 一の場合 

の処理に焦点をあ てながら、 フランスを法廷 ( 理由 ) 

地 とする船舶差押に 関する問題を 扱 う もので 「 皿 ． X  の架空性について」 

あ る。 理由説示 (conslde 「 ant@  第 l 。 Y  . 社は、 訴覚 

Energo@port  (A  @  e@A@acenBe 斤 oa  (B  )  各 ff に 

[ 事実 ) 対する債権 99 万 7220  カナダドル 65 セントの 條権 

Expo 「 n  Dev 田 opmentCo 甲 0 はⅡ on(Y.) 、 カナダ椀上 を、 Y, および Y 。 の両社は、 訴覚 CufletCharterIng 社 

の EDCSEE( れ人キプロス 法 上の Q 憶 ㎎㏄ lShipping  (C) に対する 仮 評価で 300 万米ドルとされる 債権 

Compan)y  Ltd,(Y 択 リベリア 法 上の C 押 ℡ M 姐 ime  を、 Y 、 は、 Y, と 課外 Pasportft  (D  @  との間での 和 

CoLld.(Y り 、 JoySh@pplngCompanylnc.(Y い ，およ 解 契約にもとづく D に対する債権 を有するものと 

び キ ブロス椀上の KeenM 如 neComp 皿 y LId.(Y 力 それぞれ主張している。 

I?@(A 、 L*o@Tempest@Shipping@Company@Ltd ， (@X)@ 7@ ところで、 本件差押の対象であ る本船 LeoT 号 

所有する船舶 LeoT 号の仮差押の 許可を求め、 裁 の所有者は X であ って、 課外 A. B 、 C 、 D のい 

判所は 20 ㏄年 6  月 30  日の命令 (Ordonnance)  によ ずれでもない。 竹 、 Y, 、 Y, 、 Y 。 の各社は， 倣務者 

りこれを許可した。 X は、 有坂差押許可命令の 取 であ る 訴覚 A 、 B 、 C 、 D の各社が．キューバ 国 

'@ DMF@2003@(640) ． pp@747@et@s 
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家 と区別のない 仮装会社であ って、 A 、 B 、 C 、 

D に対する債権 は、 事実上キューバ 国家に対する 

債権 であ る、 と主張している。 

したがって、 本件差押が正当であ るといい得る 

ためには、 右 各債務者が、 本当は「国家の 事業体 

(entft ろ s) 」であ るに過ぎず、 それらの法人格が「仮 

装の ( 丘 ctive) 」ものであ り、 全体として「単一の 

構成体 (composanteunique) 」として、 真の債務者 

であ り本船の真の 所有者たるキューバ 国家の活動 

に参加していることを、 債権 者が証明しなければ 

ならない。 

( 債務者各社の 自律性 一 キューバ憲法による 国有企 

業の独立性 )  理由説示第 2 。 1992 年改正キュー 

バ 憲法第 17 条は、 「人民の総体に 属する社会主義 

的所有の一部をなす 財産は、 国家が直接にこれを 

管理する。 国家は、 この管理を担当する 企業また 

は事業体を設立しまたは 組織することができるも 

のとし、 その構造、 権 限、 機能および ( 所有 ] 関 

係の形式は法律を 以ってこれを 定める。 これら企 

業および事業体は、 法律が定める 限度で有する 唯 

一の財源を以ってその 義務を果すものとする。 国 

家は、 企業、 事業体およびその 他の法人が約した 

る債務に付いて 責任を負わず、 企業、 事業体およ 

びその他の法人は、 国家の債務に 付いて責任を 負 

わない。 ノ 国家は法律に 基づいて設立された 混合 

企業、 会社および経済的社団の 所有権 を承認する。 

上記企業の財産関係に 属する財産の 使用、 収益、 

および、 これを処分する 権 限は、 法律、 条約、 定 

款およびこれらを 指揮する者が 作成する固有の 内 

規の定める規定を 以って規整する」と 定めている。 

したがって、 同条所定の会社および 事業体は、 

固有の資産を 有し、 この資産の範囲を 超えて義務 

を負うことはなく、 これら会社・ 事業体が第三者 

との間で締結した 契約は、 キューバ国家を 拘束し 

ないことになる。 

さらに、 キューバ共和国民法典第 141.1 条は、 ① 

国有企業も民間会社と 同様に法人格を 有している 

こと、 その意味でキューバ 国家から自律性をもっ 

こと、 ②法人が固有の 資産を有し、 かっ、 その 自 

白 な処分権 を持つことを 定める。 他方、 同法典第 

141.2 条は、 ③これらの事業体は、 その財産の範囲 

内で自らの債務に 責任を負うが、 国家の債務につ 

いてはまったく 責任を負わず、 ④国家はこれらの 

事業体の債務について 責任を負わないことを 定め 

ている。 商法典では、 フランス 法 と同様に会社の 

設立について 規定を置いている。 

この立法は、 フランスとの 間 での二国間条約 

(1975 年 1 月 騰 日経済的産業的筋力協定、 1997 年 

4 月 25 日条約 ) 、 多国間の条約 ( 諸国間の経済的 

権 利義務憲章 ) と適合するようキューバ 国家が制 

定 したものであ る。 

したがつて、 国有企業を以ってただちに、 キュ 

一バ 国家の責任財産を 制限することに よ る債権 者 

に 対する詐欺を 目的とする術策とすることはでき 

ない。 

( 債務者各社の 自律性 一 各社設立の経緯 )  A は、 

1997 年 12 月 1 日 ィ 寸の決議第 117 号をもって設立さ 

れており、 同決議第 1 条によると、 この会社は、 

運輸大臣がこれを 所管し、 独立の法人格を 具備し、 

かつ、 固有の資産を 有するものであ る。 同社は、 

2000 年 2, 同 11 日付の営業免許第 1562/00 により、 

外貨により取引を 行うことを正式に 許可されてい 

る。 同社は自己の 名を以って契約を 締結しており、 

訴訟の原因となった 契約も、 また、 スベイン 法 上 

の会社 ( 油 er 血 olaConsuI 撫 iaSA) との間でエンジ 

ニアリンバサービスの 提供に関して 締結された契 

約も、 以上のことを 確認している。 

C もまた、 1996 年 5 月 21 日付けの決議第 4996 

号により、 国有会社として 設立されている。 運輸 

大臣の管轄 下 にあ って独立した 法人格を有し、 固 

有の資産を有し、 キューバ中央銀行から 外貨 建 で 

の取引を許可され、 キユーバ商業会議所会員の 資 

格証明書を有している。 

B 社は、 パナマ会社登記簿第 2 組 7983 号の謄本 

によれば、 パナマ法に基づいて 設立された私法上 

の会社であ る。 

D は 、 1 ㏄ 6 年 1 月 1 日付けの決議第 1017 Ⅳ 5 号 

を以って、 AsociacionPesqueraPo 由 ma. "Paspo げ 
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という名で設立され、 法人格を有し、 固有の資産 

を有する。 キューバ共和国商業会議所会員であ り、 

外貨取引を許可されている。 

( キューバ国家は 契約の当事者・ 債務者でないこ 

と )  立証に拠れば、 債権 者等はこれらの 事実を 

完全に知悉したうえで、 訴訟の原因となった 合意 

を 、 A および C との間で締結していた。 これらの 

会社はそれぞれ、 キューバ国家の 名ではなく、 自 

己の名で取引し、 控訴人らは、 少なくとも、 キュ 

ーバ国家との 間で契約を締結していたものとは 主 

張していない。 これらの会社は 固有の資産を 有し 

ており、 この資産に基づいてしか 自己の債務につ 

いて責任を負 う ものではなく、 これら事業体がそ 

の後見的省庁に 服従するという 状況はそれだけで 

はそれら事業体と 第三者との私法的関係に 影響す 

るものでなく、 キューバ国家はこの 債務に付いて 

一切責任を負 う ものではない。 

(x の実在世 )  本船は、 債務者各社にその 所有権 

が帰属する船舶ではなく、 X が債務者であ ること 

も 証明されていない。 また、 X がそれ自体架空の 

会社であ ることも証明されていない。 

X は、 1.993 年 12 月 17 日付でキプロス 共和国会 

社登記簿に登記された、 キプロス 法 上の会社 

(Company Ⅱ mitedbyShares) であ り、 その設立は 

本訴訟の原因事実よりも 前であ るから、 X が債権 

者を欺く目的で 設立されたとの 主張は理由がない。 

キプロス中央銀行の 提出した 1 ㏄ 4 年 7 月 7 日付の 

登記簿抄本に 拠れば、 同社の資本は 1000 株に分割 

され、 氏名の記載された 複数の自然人に 属し、 同 

社は、 1994 年以降、 キプロスを旗国とする 本船の 

所有者であ る。 

(x の所有者性 )  X は、 本船の所有者であ り、 そ 

れは同社にとって 固有財産であ る。 本船は、 1994 

年中国で建造され、 同年に X が引渡を受けたもの 

で、 キプロスを旗国とする。 X は、 1994 年 9 月 22 

日付の管理委託契約に 基づき、 訴覚 Nordstand 

MahljmeandTrad@ng 社 @ 下 M) に本船の管理を 

委ねている。 これらの事実は、 弁論において 

Adec0n Shipping が提出した Llyod.s ma ㎡ me 

Directo りの抄本において 確認されており、 その記 

載によれば、 X は所有者であ り、 M は管理者であ 

る 。 本船は、 TheNo 血 ofEm ㎎ land 船舶儀装 者 相互 

保険をもって 付 保され、 同相互保険が 交付した 

Ce ㎡ ncat0nEn 呵がこのことを 証明している。 保険 

料は船舶擬装者の 在ロンドン仲立人がこれを 弁済 

している。 本船から生じる qx 益 および発生するこ 

とのあ りうべき保険金支払請求権 は、 船舶抵当権 

者であ るオランダの Meespierson 銀行、 

Westland 几肚 ect H 押 otheekbank 銀行、 および、 

Ⅵ kingShipFin ㎝ ceLtd. に指図され、 これらの事実 

は Y,-Y68 がが自身において 弁論に提出した 書面 

に 徴し明らかであ る。 

(X 固有の企業活動一定期傭船契約 )  X は、 1999 

年 9 月 6 日付で、 その会社の目的の 実現に必要な 

諸々の合意、 とりわけ、 定期傭船契約を 同社およ 

びイギリス 法 上の会社であ る EDFManShipping 社 

との間で、 航海傭船契約を T Ⅲ digrain 社との間で、 

それぞれ締結している。 

(x 固有の企業活動 一 その収益 @  x が国際的に著 

名な監査法人に よ る認証を受けて 作成している 営 

業 ( 成果 ) 報告書に ょ れば、 本船の経営により、 

1999 年には 52 万 9522 米ドルに上る 4x 人が生じてい 

る。 これら ux 人に相当する 運賃および傭船 料は、 

X の受領代理人であ る BaVb Ⅱ fdge 社がこれを受領し 

ている。 

(X 固有の「派生体」性の 否定 )  したがって、 X 

は、 法人格を有し、 自己の名において 傭船契約を 

締結し、 その会社の目的に 該当する活動を 遂行し、 

いささかも架空の 会社と看 徴 されるべきでなく、 

ましてや、 キューバ国家の「派生体 ( 壱 man 杣 on) 」 

等ではない。 

(M の実在性 ) 債権 者が提出した 2 ㏄ 0 年の LIoyds 

Mahl@eDirecto ワの 抄本によれば、 Pir 壱 e において 
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設立された M は、 X およびその他の 船舶所有者と 

の間で締結した 船舶管理契約に 基づき、 本船を含 

む複数の船舶を 管理している。 M は、 幼名の従業 

員を擁している。 M は、 Kelvin&Hu 騨 es 社との間 

では船舶経営に 要する各種の 納品に関して、 Vosa 

Gro ㎎ 0fComp 簗 ies との間では V 跨 m ㎝における代 

理業務に関して、 Videc 俘 eI 社との間では 船員教育 

関連役務に関して、 それぞれ契約を 締結している。 

M のこのような 行為は同社の 目的に副ったもので 

あ る。 よって M もまた仮装会社ではない。 

にの経営方式の 詐害性の否定 )  確かにその各々 

が 現実の存在であ るといえるこれら 会社の集合は 、 

海商 界 では広く普及した「シンバルシップ・カン 

パニー」型の 経営方式に参加しているというだけ 

であ って、 それ自体がただちに 債権 者の権 利への 

詐害行為に該当するものではない。 

以上から、 Y 亡 Y 。 らは、 キューバ国家の 債権 者 

でもなく、 X の債権 者でもないので、 X の所有に 

属する本船 LeoT 号を差押えることはできず、 本船 

の差押を許可した 命令は、 原審判決によって 正当 

に取消されたものであ る。 訴訟費用は敗訴した 控 

訴人 Y 亡 Y 。 らの負担とする。 控訴人らは、 新民事 

訴訟法典第 700 条の規定を利用することはできな 

ぃ 。 反対に、 衡平の観点から、 同条に基づく X の 

請求についての 原審の判示を 維持することにも 理 

由があ る。 控訴人らは、 確かに、 控訴権 および各 

控訴人に認められた 裁判上の防御権 を濫用したも 

のであ る。 しかし、 その過失により、 費用覚の異 

議手数料で補填された 範囲を超える 損害が惹起さ 

れていたとの 事実は証明されていない。 したがっ 

て X が訴訟手続の 濫用を理由としてなした 請求は 

これを棄却する。 

以上から、 原審決定を確認し、 控訴人らの異議 

手数料返還請求についてこれを 棄却し 、 X に よ る 

濫用的訴訟手続を 理由とする損害賠償請求もまた 

棄却する。 

( 裁判長裁判官 : BOTHO 蛆 L 、 控訴人弁護士 : 

QUIMBERT 、 被 控訴人弁護士 : OLLU) 

( 検討 ) 
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フランス法における 船舶の仮差押 (saisie 

conseWatoire) は民事訴訟法典の 規定に委ね 

られていたが、 便宜置籍船現象の 登場するは 

るか以前より、 国際的通商の 発展に応じて 仮 

差押に関する 法を統一する 条約の必要性が 認 

識され、 CMI が推進した運動の 結果、 1952 年 

5 月 10 日のブリュッセル 条約によってこれが 

実現された，。 さらに、 CMI は 1999 年 3 月 12 

日条約を成立させて 改良を試みているが、 未 

だ発効に至っていない ，。 

フランス 法 固有の海商法の 規整一般 は つい 

ていえば、 1681 年 8 月の海事勅令以来実質的 

な変更がなされなかったが、 1960 年代に改正 

が施されるに 至った。 しかし、 この改正は船 

船差押に関してはあ まり関心を示さず、 船舶 

の地位に関する 1967 年 1 月 3 日の法律 67-5 号 

ではまったく 規定がおかれず、 その施行の細 

則を定める 1967 年 10 月 27 日の デクレ 67-697 

号における僅か 2 力条のみが 仮 差押に関して 

規定するにとどまる。 「 仮 」差押になっている 
    
2 批准 70 ケ国 。 主要な海運国を 含むが、 多くの便宜 置 権 国家を含まない。 

3 10 ケ 国の批准後 6 ケ 月で発効の予定。 GU Ⅲ CHARD(Serge い tMoUSSA(T0ny)(so ㎎ ladir.d の， D 典 itetpmtiquedesv0ies 
d"execution,Da Ⅱ oz"Action",200l-2002,n0370 Ⅱ p 荻 BEAUCHARD(Renaud)l. 19 ㏄ 年 条約に至る経緯については、 落合 

誠一「船舶アレスト 法規制の国際的統一への 動向」法の支配 64 号 17 頁、 落合誠一「一九八五年船舶アレスト 改正条 
約 案について」海法会誌復刊 29 号 86 頁。 1 ㏄ 9 年条約そのものについては、 小塚 荘 一郎「船舶のアレストに 関する新 

条約の採択」海運 8 ㎝ 号 54 頁、 小塚 荘 一郎「船舶のアレストに 関する一九九九年の 国際条約」海法会誌復刊 43 号 59 
頁、 小塚理一郎「船舶のアレストと 船主の法人格否認   関連 船 (as め ciat 田 s ㎡ p) のアレストに 関する立法   」上 

智法学論集 何巻 2 号 37 頁。 
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列挙の 17 種類の権 利 ( 各種の海事債権 から共 に適用されることになる " 。 この解釈に基き、 

有者の権 利・海事抵当権 ・海事先取特権 もま ドウエイ控訴院 " は、 船舶売買予約不履行よ 

でが含まれる ) を執行債権 とするならば、 こ り生じた損害賠償債権 ( 非海事債権 ) に 基き 

れを適用するものとしている。 中立手続およ 船舶儀装者が 申立てたキプロス 船を対象とす 

び申立人の責任については 法廷 地 法に よ るこ る 板 差押の効力を 認めている。 債務者が予約 

とを定める。 仮 差押の手続も、 法廷地渋 (Iex  に反して第三者に 売却したので 既に債務者の 

面 ) に 26 ( 条約第 6 条 ) 。 条約は本執行に 所有 船 でない 二 債務者の責任財産ではないが、 

は 適用されず、 国家による船舶に 対する拘留 条約のいう「債権 に関連する船舶」 (navire 
手続にも適用されない。 auquelser 叩 po 「 nelae 鷹皿 ce)  となる。 なお キプ 

第 8 条Ⅲのみを 勘酌 すれば、 反対解釈とし ロスは非加盟国であ る。 このような条約第 8 

て 、 対象が非加盟国 船 であ るときは、 加盟国 条 (2) の解釈は、 破段院 商事部によって 確認、 さ 

内の手続であ っても条約は 適用されないこと れている " 。 

になろう。 ところで、 第 8 条 (2 片は、 加盟国 

での執行に付いて、 第 Ⅰ 条 列挙債権 または法 B  条約の適用がな い 場合の準拠法 

廷地 法が執行を許す 債権 に基づき非加盟国 船 条約が適用されない 場合には、 準拠法の決 

の差押を可能とする。 条約は、 加盟国法廷 他 定は、 一般の抵触法に よ ることになる。 債権 

国法の体系の 構成部分 (co 中 us) をなし、 軌 が海事債権 でなくかっ条約第 8. 条 (2) の意味に 

行 債権 の範囲だけでなく、 仮 差押可能船舶の おいて差押を 許す債権 に該当するものでない 

定義をも、 条約そのものの 適用の結果として ときには、 フランスの抵触法の 指定準拠法に 

ではなく法廷地の 法秩序の適用を 通じて拡張 よることになる ， 6 。 

するものと解され、 条約非加盟国を 旗国とす 条約の適用ができないときは、 ①債権 の発 

る 船舶執行を可能にする。 結果、 同一事案 生地法 (lexcausae) ( 契約であ れば 法 選択約 

に、 条約とフランス 法の規整の双方が 重畳的 款の指定法 (loid,autonoImie) ないし行為 地 

1l 条約第 8 条 (4@uc 皿 edisp0sitiondelapresenleC0nven 廿 onnemo 山地 皿 oun,am ㏄ tera@aloi 血 temedesE ぬ ㎏ C0n 甘 act ㎝ 麓 ence 

quiconcemelasaisied, 皿 naviredansleresso れ del,Elatd0nt Ⅱ batpav 山 onp 町 unepers0meaymtsa 憶 sidencehab 血 e Ⅱ eouson 

principa@tablissementdanscetE め t. 「本条約のいかなる 規定も、 船舶の旗国の 法域内において、 当該国に常居所または 

主たる本拠を 有する者がなす 当該船舶の差押に 関しては、 締約国の国内法を 修正またはこれに 影響することはな い も 

のとする。 」また、 条約第 8 条 (5) は、 譲渡または代位によって 海事債権 者となった第三国国民は 条約加盟国に 通常の 

居所を有する 当事者として 扱う (5.T0utliers,au 丘 e 甲 e@eDemmdew  oh 苗 nairequ 億 xciped, ℡ ecr 臼 ncem ㎡ t@ep 町 Fe 億 t 
d, ㎝ esubrogati0n,d,unecessionouau 廿 ement,serar る pule,po は Fapp Ⅱ calionde@apresenteConvention,avoirlamemer さ sidence 

habitue № ou@ememee ぬ blissementp ㎡ ncipalque № cr る ancieroriginaire. 「 原 請求者以外の、 代位、 譲渡またはその 他の事 

由に拠り海事債権 を援用する第姉者は、 本条約の適用については、 原 債権 者と同一の常居所又は 主たる本拠を 有する 

者と看 倣す 。 」 )o  GUINCHARD  elMoUSSA,op.cil.,n03709-37l3 Ⅰ p 町 BEAUCHAR Ⅱ． 

l22.Unnavirebanmtpav Ⅲ 0nd,unEtaln0nC0n 甘 act ㎝ tpeut 釦 esaisidans Ⅱ undesE ね tsCon ㎏ cta 芯 ， enve 血 d,unede5creances 
芭 n Ⅰ㎡丁合 esM,a ㎡ cleler,oudetouteautrec た mce が me ぬ ntlasaisied, やマ速 laloidecetE ぬ l.  「非締約国を 旗国とする船舶 

は、 第 1 条に列挙する 債権 のいずれかまたは 当該国の法により 差押を可能とするその 他一切の債権 に基づき、 これを 

差押えることができる 口 

l3GUINCHARD  etMoUSSA,op.cil.,n037l6   め町 BEAUCH 畑の l は、 これを「連記投票 (pmac № g め 」と称する。 モンペ 

リエ控訴院 2 ㎝ 3 年 12 月 1 日 (S 沖 g 於 s0 奇事件 ) 、 DM 任 ， 2004( 糾 8),435. は、 1952 年条約非加盟国 ( パナマ ) 船の差押 

に関して、 1958 年 1 月 4 日の デクし も他の い かなる法令も、 1952 年条約第 8 条 (2X 的にい う 「利益」 (av 皿巨 ge) をパ 

ナマに対して 拒否しておらず、 フランスは条約を 批准したので、 条約の規定はフランスの 実定法の一部分となってい 

ることを 判 示した。 

l4RiverAsab 号 事件、 DMF,l997,36. 

15@GUINCHARD@et@MoUSSA ， op ． cit ， no@3716.[par@BEAUCHARD   ． 

16@GUINCHARD@et@MoUSSA ， op ， cit ． ， no@3705-3708. Ⅱ   ar@BEAUCHARD     
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法 、 不法行為であ れば行為地法 (leX loci 

de № 田 、 ②旗国法 (loi 血 pav Ⅲ on) 、 ③法廷 

地法 (lex ぬ めのいずれかによることとなる。 
判例は、 非加盟国船の 事例ではつねに、 条約 

またはフランス 法のいずれかを 適用している 

( 法廷地渋 説 ) 。 しかし、 この画一的な 処理は 

批判を受けている。 国際契約につねに 一つの 

法 が適用されるべきであ るとしても、 第三国 

にこではフランス ) で債権 が発生した場合に 

も、 債権 者債務者のいずれの 本国法でもない 

法が適用されるのは 相当でない (RODIERE),7 

からであ る。 

旗国法 説 ( Jambu MERL Ⅲ， Antoine 

VIALARD) は、 海事法律関係を 単純化する 

ことで法廷 地 がどこであ ってもこれに 影響 さ 

れない予見可能性を 保障し、 フ オーラムショ 

ッピンバの予防にも 資する。 また、 フランス 

法によっても、 「船舶の物権 的地位」 (statut 
reeldunavire) は旗国法によることが 原則で 

あ り、 これが 仮 差押にも該当するのではない 

かとの説明がされている " 。 

法廷地渋 説は 、 執行手続の属地性の 帰結 と 

して法廷 地 法をもって正当とする。 旗国法が 

それを禁じようと、 法廷地を支配する 国内法 

国際法力ずれの 法秩序の co 甲 us にも、 その禁 

止が含まれていないならば、 法廷 地 フランス 

の法がこれを 許す限り、 船舶 仮 差押は可能で 

あ るとされねばならない。 GU Ⅲ CHARD et 

MOUSSA  [P 酊 BEAUCHARD] は、 この考え方 

を以 って 1952 年条約の英文表記にてらして 正 

当 なものであ る、 と説く " 。 すな ね ち、 条約 

第 8 条 (2) は、 仏文では、 

Un@ navire@ battant@ le@ pavilion@ d'un@ Etat@ non 

con 甘 iac ぬ Ⅱ tPeut et ブ ee SaIsI 由 ms I.unl des Eta ト 

con 捷 actan 穣 en ve れ u dluI)e de5 cF 壱 aI)ces 

enum るァ ees ゑ l'artIclepremIer,oudetouteau 仕 e 

creance@pennettant@la@saisie@d'apres@la@loi@de@cet 
  

Etat ・   

となっており、 非加盟国船の 加盟国法域内で 

の差押につき、 条約に列挙した 債権 のほか、 

cetE ぬ 正の法によって 差押を許す債権 について 

は 差押できる、 といっている。 そこで、 この 

cetEtat の法が旗国法 か 当該法廷地渋かという 

解釈論を生じるわけであ る。 ところが、 英文 

では、 

A  s 九 % ル肋 g  妨 e%g  が a  non  co" 加 cti"g  , ぬ招 

ma ノら e  ク Ⅰ ァ e 甘す he Ⅰ @ れァ几 e  ノはア ユタ け ic mo ガ れ 0/  比 れノ 

CO れ 1 ァク C れれ 9  ぶ すⅠⅠ e  z れァ ㏄ ク eCt  O/  4%  用 4%@ れ召 

CJ クⅠ 沖タと れ ぴ 沖さ と ロ才 e ガⅠ れノん iCzeg  ro グり Ⅰの れグ 01 乃 6 グ 

c ぬ im ノうと w ん ic 万 Ⅰ ん e7dw  2 Ⅰ ォ 九色 co れォアれ c ガれ 9  s 「 穣 te 

タピ r7 れ 尭 3 す Ae 復 rre5 「   

となっており、 ここでは仏文末尾の "cetEta Ⅰ 

にあ たる部分が明瞭に「加盟国 (the 

con 丘 ・ act 市 gstate) 」とされている 0  このことは、 

( 板 ) 差押を申し立てられている 判事は 、 法 

廷弛め co や us にてらして ( 仮 ) 差押の可能， 性 

l7GUINCHAAlRDetMoUSSA,op.cit.,n037l9-372l%arBEAUCHAR 川 ・ 

18 航海ショウ期間中の 実習 船 Sedov 号に対する 本 執行事件に関して、 プレスト大毒裁判所 2000 年 7 月 27 日は、 差押可 

能船舶の定義につき 法廷 地 法ではなく旗国法であ るロシア法がこれを 決し、 これによれば 本船の差押は 認められない 

との判断を示している。 DMF,200@,hors べ伍 e,46,obs.BoNASSlES. 

19 論者は FrmncescoBerhnglen,AIrestofship,Lloyd,sofLondonPress,1992,pp.21-22. を援引する。 しかし、 この説明は不可 

解であ る。 条約が適用されない 場合に準拠法を 決定することが 問題になっているのに、 そのひとつの 解決として法廷 

地 法主義を採ることを 正当化するという 意見の根拠に、 条約の文理を 持ち出すのは、 論理的に矛盾している。 石黒一 

意「統一法による 国際私法の排除とその 限界」海法会誌復刊 24 号Ⅱ頁は、 このことを次のように 表現する。 「統一法 
それ自体により 国際私法の在来の 規律の仕方が 排除もしくは 制限されることがあ るにしても、 それは、 統一法の中の 

適用範囲確定規範によるものではなく、 例えば ワルソ 一条約三二条 や 一九六四年ハーバ 統一売買 法 二条のような、 格 

別の規定 ( 抵触規定 ) によってはじめてなし 得ることと考えたい。 また、 そのような格別な 規定のない統一法 ( 統一 

法条約 ) を批准ないし 国内的に実施した 締約国が、 統一法の適用範囲内において 在来の国際私法的規律を 排除もしく 
は制限することがあ るとしても、 それは本来各締約国の 自由な規律に 委ねられたこと ( 換言すれば、 統一法の批准な 

いし国内的実施に 伴って、 そこで理論上はこれと 別個に、 新たな国内的立法措置が 附加的になされたもの ) と見るべ 

きではないか」。 ところで第 8 条 (2) 項 自体を抵触規定と 解し得るのであ ろうか。 手続の属地性で 十分ではないか。 
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を 判断すればよいのであ って、 旗国法を勘 酌 債権 の性質についていえば、 1952 年条約が 

すべきでないことを 宣言しているのであ る。 

論者 (BONASSIES,PestelDEBoRDetGARo) 
らは、 便宜 置籍 現象の弊害を 指摘するととも 

に、 フォーラムショッピンバは 却って債権 者 

の正当な地位を 保護するものと 肯定的にとら 

えているようであ るし、 また、 旗国法 説 をと 

ってもなおフォーラムショッピンバ 自体は避 

けがたいという " 。 

本件では、 準拠法そのものは 争点になって 

おらず、 当事者においてフランス 法を適用す 

る点では争いがないようであ る。 旗国キプロ 

スは加盟国ではない。 当事者の何れもフラン 

ス法人ではないようであ る。 したがって、 本 

件では条約の 適用がないことを 前提に、 法廷 

地 法主義が採られた 結果、 1967 年の デクレ が 

適用されたものと 考えられよう。 もし仮に条 

約が適用される 場合であ ったとすれば、 後述 

( Ⅱ 一 B) するように、 債務者の所有でない 

船舶をも差押えることができるのであ る。 さ 

らに、 フランス法のみが 適用される場合であ 

っても、 外観理論・仮装性理論などによって、 

債務者でない 者に属する船舶を 差押えること 

が認められる 場合があ る。 

Ⅰ
Ⅱ
 

船舶 仮 差押の実質的要件 

船舶 仮 差押の実質的要件は、 債権 の性質 

(A) と船舶の被執行適格 (B) からなる。 

以下では、 それぞれを、 条約適用の場合、 フ 

ランス 法 適用の場合のそれぞれについて 検討 

する。 

A  執行債権 の存在 

適用される場合には 第 1 条に列挙されたいず 

れかに該当することで 足り、 フランスの国内 

法であ る 1967 年の デクレ が適用される 場合に 

は、 「基本において 理由があ るものと思われる 

ことの証明」があ れば足りる " 。 

i  1952 年条約適用の 場合 

1952 年条約が適用される 場合には、 第 1 条 

列挙債権 の何れかを 「申立てること」 

(alIegation) で足りる。 破 投降商事部 1987 年 

5 月 26 日 " の 理解に よ れば、 「申立てること」 

は、 デク レ の「基本において 理由があ るもの 

と思われることの 証明」と比較してその 蓋然 

性 (prob 乱山胡の程度において 著しく異なる 

ことから 別 概念であ ると解され、 判事は、 そ 

のような債権 が存在しないものとの 確信を抱 

くのでない限りは、 仮 差押を許可しなければ 

ならないことになる。 ルーアン控訴院 1992 年 

4 月 2 日 " は 、 仲裁 廷が 、 船荷保険者の 有す 

る契約上の運送人に 対する本案請求訴権 の時 

効 消滅を確認したことを 理由として、 船荷保 

険者の申 立 により行われている 仮 差押への解 

除請求を棄却している。 このように執行が 容 

易であ るため、 その反面、 仮差押が濫用的で 

あ るとされた場合には、 仮 差押によって 生じ 

た損害につき、 申立人には賠償責任が 発生す 

る %0 

第 1 条列挙の「海事債権 cre 抽 cem ㎡ tjme 」 

は、 不法行為によるもの (a 、 b 、 g の各 

号 ) 、 契約によるもの (c 、 d 、 e 、 f 、 h 、 

i 、 j 、 k 、 l 、 m 、 n の各号 ) 、 物権 にも 

とづくもの (o 、 p 、 q の各号 ) の三種から 

なる。 この列挙は限定列挙であ る " 。 モロッ 

コ船から有毒物質を 梱包するコンテナが 

四 GU Ⅲ CHARD  巨 MOUSSA,op.c 「 it.,n03723.[P 町 BEAUCHAR 刊 ・ 

2@GUINCHARD  巨 MOUSSA,op.cil.,n03727.[ParBEAUCHARD]. 

22A ㎡ canSl 打 昔事件、 DMF  l987.645. 

"  Repubbtica-di-Ama@ 号 事件、 DMFl993.245. 

24GU@NCHARD  etMoUSSA,op.cit.,n03728-3730.[P 町 BEAUCHA 皿 l   
25 ポワチエ控訴院 1985 年 11 月 13 日 他 。 
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0 て正 SSANT 海岸で海中に 転落した際に 、 国 

の海事当局がその 国 mx 作業をするにあ たって 

要した費用は、 条約第 1 条「 a 」にいう「船 

舶が惹起した 損害」に該当する " 。 なお、 

1999 年 3 月 12 日のジュネ ー ヴ CWI 条約 ( 未 

発効 ) は、 1952 年条約第 1 条の列挙のうち、 

d 、 e 、 q に文言を追加するほか、 r および 

v の各号を追加して、 5 種類の新たな 債権 の 

カテゴリーを 認めている 2, 。 

ii  フランス 法 適用の場合 

フランス法が 適用される場合には、 債権 の 

種類に関する 限定はない。 民法典第 2092 条 % 

の 適用のもと、 債権 者は、 債務者に属する 船 

舶であ れば、 いずれの船舶であ れ執行の対象 

とすることができる。 他方、 債権 の存在に関 

する蓋然性は、 1952 年条約に よ る場合と比較 

して、 より一層高いものであ ることが必要と 

なる， 9 。 

1971 年 2 月 24 日の デクレ により改正された 

1967 年 デクレ 第 29 条によれば、 「確実で、 流 

動性があ り、 かつ、 直ちに請求できる」 

(ce 「 taine,IiquideetexigibIe) 債権 ではなくと 

も、 「基本において 理由があ るものと思われ 

る」ことの証明で 足りる、 すな ね ち、 「存在す 

る 蓋然性があ る」 (probabIe) もので足りる " 。 

一般原則による 仮 差押と異なり、 船舶の場 

合には、 緊急性があ る。 債権 者にとって船舶 

は 、 唯一のとまではいわないまでも、 主たる 

一般担保であ って、 それが移動可能な 財産で 

あ る以上、 債権 者の権 利は常に危険にさらさ 

れており、 したがって、 「回収不能の 危惧」 

(menacesurIerecouvrement) を申立てるまで 

もなくこれが 推定されると 考えられる " 。 

B  執行の目的物に 関する要件 

船舶 (navire) とは、 「通常海難に 晒され 

る、 航海に用いられる、 動産としての 性質を 

有する、 浮遊する機械であ る」 " 。 

この概念は、 条約に よ る場合であ れ国内法 

による場合であ れ共通のものであ る。 1952 年 

条約は、 その表題中に、 「船舶およびその 他 

の海上構造物 (b 師 mentde mer) に関する」 

条約との文言を 用いており、 船舶以外のもの 

( 浮桟橋、 貯、 油田掘削用プラットフォーム、 

浮動工場等 ) も ( 仮 ) 差押の対象としている 

ということになりそうであ る。 ( 仮 ) 差押禁止 

財産として 1992 年 7 月、 T1 日の デクレ 第 39 条 

が、 「職業活動の 個人的遂行に 必要な労働の 

手段」 ("ins 抽皿 ents de travail necesaires ゑ 

l,exe て rcclceperSomeIdel,acti ㎡ teprofessionnelle") 

は 「差押禁止 (insaisissabIes) 」であ ると定め 

ており、 債務者が自然人の 場合に、 裁判所は 

これに従わねばならない " 。 廃船、 漂流船な 

どはもはや船舶の 資格がない。 1952 年条約 

は、 1967 年に廃止された 商法典第 215 条旧規 

26 レンヌ控訴院 1992 年 9 月 23 日、 DMFl995.30l.GUINCHARDetMoUSSA,op.cit.,n0373l-3733.[PaFBEAUCHA Ⅱ 珂 ・そ 

の他「海事債権 」に該当する 事例・該当しない 事例の列挙は GUINCHARDetMoUSSA,op.c れ ・， n03733-3734.[Par 
BEAUCHARDl. 

27 なお詳細は、 BERLINGIE 史 ， AnalysedelaconventionduI2marsl9995 町 lasaisieconsewatoiredesnavires,DMFl999,403   

28sW 碑 n0%6. 責任財産の自律性 (autonomiepa ㎡ monia 回 。 

2gG ⅢⅢ CHARDetMoUSSA,op.cit.,n03736%arBEAUCI 仏 R 川 なお、 その具体的内容の 詳細については、 op.dt,no 
3524-3528   

30 破 投降商事部 1987 年 5 月 26 日、 ヌノ ア合同裁判所 1979 年 11 月 17 日、 ルーアン商事裁判所レフェレ 1991 年 1 月 11 

日 、 ルーアン控訴院 1992 年 6 月 12 日など。 

3l アントワープ 商事裁判所 1988 年 3 月 29 日 Judspmdence 血 Pond,Anv 印 s1988,p.l@9. における ANVERSOlS 判事の意見。 

フランスの裁判所も 結論において 同旨。 破致院 第一民事部 1986 年 11 月 18 日、 エクス控訴院 1 卵 0 年 1 月 26 日、 1992 

年 9 月 24 日。 GUINCHARDetMoUSSA,op.cit.,n03726.[P 町 BEAUCf 仏良珂 ・ 

32 。 ， en 鐸 nnon 皿 tdena 血 emob れ %re,amecteaunenavigati0nqu 卍 expose ㎞ b 血 e № mentaux 廊 quesdeiamer"-RoDIEREetDE 

PONTAVICE,Droitm ㎡ time,Dalloz, 1996,n031. 

㏄リョン大番裁判所 1994 年 6 月 14 日、 Bu Ⅱ e Ⅱ nd.in ぬ mationdelaCourdec 朴 sass@onl5septembrel994. 卸 ． 他 。 

34 出発に必要な 書類の一式 (e 沖る d 市 ons) 、 出港許可 (cong 胡 、 健康衛生証明書 (patentedesan ㈲等を受領した 時七一 
RODIEREo 
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定の禁止していた 出帆直双 % の ( 仮 ) 差押を 

許容している 俺 。 

国有船舶の ( 仮 ) 差押禁止に関しては、 次 

のような議論があ る。 1926 年 4 月 10 日の条約 

は、 船舶が債権 発生時にもっぱら 国家の役務 

に使用される 場合には、 主権 免除の原則を 定 

めている。 しかし、 同条約は国家間にのみ 適 

崩 され、 私人との関係が 問題になっていない。 

1926 年条約第 14 条の管轄特権 はフランスの 国 

外在留者と外国国家との 関係では援用できな 

い。 しかし、 国家の派生体 (em 館 ation) が商 

業活動を行う 場合には、 主権 免除は援用でき 

ないものと解されている ，。 。 

士 船舶の帰属 と 二つの主義 

本件との関係で 最も問題なのは、 執行の対 

家 が債務者所有の 船舶 であ るかどうかの 一点、 

であ る。 フランス法は、 「対人主義」 (c0nception 

personnaliste) に ょ り、 債務者の責任財産に 含 

まれる限り船舶の ( 仮 ) 差押を許すが、 これ 

が他人の手に 渡れば、 先取特権 のあ る場合を 

除き " 、 執行はできなくなる。 これに対して 

1952 年条約は、 英法に倣 い " 、 「対物主義」 

(conceptionjnrem) を採り、 船舶を擬人化し、 

それが誰の手に 渡ろ うと 責任が承継されると 

看徴 しているのであ る。 つまり、 ①船舶所有 

権 が「海事債権 」の債務者に 属していて、 

「海事債権 」がその船舶に 関して生じた 場合 

には、 条約によってもフランス 法によっても 

( 仮 ) 差押が可能であ る。 ②船舶所有権 が 

「海事債権 」の債務者に 属するが、 その船舶 

に 関して「海事債権 」が生じたのではない 場 

合 には、 フランス法によれば ( 仮 ) 差押がで 

きるが、 条約に よ ると必ずしも 執行ができる 

わけでない。 申立人が債権 に よ る権 利行使を 

するときには、 フランス 法 と変わらずいずれ 

の船舶でも ( 仮 ) 差押ができるが、 物権 に基 

く 権 利を主張するときには、 当該船舶に対し 

てのみ権 利行使をなしうるにとどまることに 

なる一枝担保債権 によって一般財産としての 

船舶を追及するということにはならない 一 。 

③船舶所有権 が第三者に属するが、 申立人は 

「海事債権 」を援用している 場合には、 フラ 

ンス法では原則としてこの 船舶を執行の 対象 

とすることができないが、 反対に、 条約では、 

これを超えて 当該船舶に執行をかけることが 

できる場合があ ることになる。 例えば、 債権 

発生後に船舶が 売却されてしまっていた 場合 

で、 船舶所有者はもはや 当該海事債権 の債務 

者ではなくなっている 場合であ っても、 この 

船舶から生じた 第 1 条列挙の債権 に関しては、 

債権 者はなお船舶の ( 仮 ) 差押をすることが 

できる。 このことは、 海事債権 の債務者が別 

法人を設立してこれに 現物出資し、 この法人 

の背後に隠れているような 場合等に利用価値 
が高い " 。 

この問題は、 傭船者の債務に 基き、 傭船契 

約の対象船舶を ( 仮 ) 差押することの 可能性 

にも同様に影響する。 フランス法では、 傭船 

契約の対象船舶との 関係では傭船者はあ くま 

で 所有権 を持たない者であ るから、 かかる 

( 仮 ) 差押は認められないが、 1952 年条約で 

35GU Ⅲ CHARDetMoUSSA,op.cit.,n03739-3742.[ParBEAUCHARD]. 
支 ルーアン控訴院 19 羽年 6 月 16 日 (DMF l988. 604.) 、 破銭 院 第一民事部 1986 年 2 月 4 日 (Rewecdt@quedu 血 oit 

in 跨 maliona@phve,l986.7l8.) 、 レンズ控訴院 1995 年 11 同 29 日 (DMFl996.298.) 等。 GUNCHARDetMoUSSA,0p. 

cil.,n03743.[ParBEAUC Ⅱ ARD]. 

37 フランス法における 船舶先取特権 については 1967 年 1 月 3 日の法律第 31 条 - 第 42 条による。 また、 G 皿 NCHARDet 
MOUSSA,op.cit.,n0375l-3754   口 旺 BEAUCH 蛇 RDl. 

笘 英米法における 船舶アレストに 関する研究として、 志津田一彦「シスター・シップ・アレストをめぐる 諸問題」再建 

利一先生還暦記念論文集刊行委員会編・ 現代企業法の 理論と実務 ( 経済法令研究会、 1993 年 ) 、 志水蕨「米国におけ 

る船舶の差押，先取特権 ・抵当権 ( Ⅱ 2) 」海事法研究会誌 53 号 9 頁、 54 号 11 頁、 志水 巌 「英国における 船舶の差押と 

先取特権 」海事法研究会誌 57 号 1 頁。 
39@GUINCHARD@et@MoUSSA ， op ・ cit ・ ， no@3746-3749.[par@BEAUCHARD     
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は 可能となろう。 条約第 3 条では、 「すべて 経営せず ( いわゆる SingIeshipcomp ㎡ es) 、 

の申立人は、 海事債権 に関連する船舶 これらの会社が 所有する船舶を 管理する一つ 
(navireauquelIae て eeanceserappo 「 te) の ( 仮 )  のマネジメント 会社の指揮命令のもとに 再結 

差押をなしうる」ものと 定める。 第 3 条 (4) 第 集 されている。 これにより、 船団の利益を 維 

1 項では、 裸 傭船の傭船者の 債権 者は当該船 持しながら財産関係が 単一であ ることの不都 

舶を ( 仮 ) 差押することができるものとし、 合から免れることが 常套として行われている 

第 3 条 (4) 第 2 項では、 この原則は「所有者以 のであ る。 。 これに対応すべく、 条約は、 第 

外の他人が海事債権 について義務を 負 う すべ 3 条 (2)@2 をおいたのであ る。 これに よ り債権 

ての場合に準用する」ことを 宣言しているの 者は、 「海事債権 」の対象であ る船舶の所有 
であ る " 。 者 とは別の、 しかし、 相互に緊密な 関係のあ る 

会社の所有に 属する、 船舶を追及することが 

11  シングルシップカンパニーと 国有会社 できる 0  同条にもとづき、 "% 台 n も SSiede  saisie" 。 ' 

条約 中 、 船舶所有者の 概念に関する 規定で とも いう べき現象が生じる。 。 。 

あ る第 3 条 (1) を、 より明確にする 第 3 条 (2) 
では、 判例は、 海事債権 に関連する船舶を 所有す 

「船舶は、 その所有権 のすべての持分が る会社とシングルシップカンパニーとの 間に 

同一人または 同一の複数人に 属する場合に 幕をひくために 作られた外観の 理論および 仮 

は 、 同一の所有者を 有するものと 看仮 され 装 ，性の理論の 双方に根拠を 求める傾向があ 

る」 ド Des 皿 Ⅵ resserontr 色 g[Putesavoirlememe  る。 5   

proprIetalrelorsquetouteslesp ・ ， ・ 荻 sdep で opnete ・ ， ， 外観理論 (theorie  de  I, 叩 parence) 。 この 理 

叩 p 蕪 ien 血 ont  a  une  meme  ou  aux  memes  論の適用の基準は 二 つ あ る。 海事債権 の債務   者 たる会社と ( 仮 ) 差押対象船の 所有会社と 

と 規定されている。 債権 者からの追及を 逃れ の間の①管理の 財務上の一体性であ り、 それ 

ようとして一層複雑化する 手法として、 タッ が両者の②混同の 外観を惹起することであ 

クス ヘイブンに設立した 複数の会社に 船団の る " 。 判例は、 いく っ もの徴候を集めて、 こ 

所有権 を分散させるという 方法がとられるよ の基準が満たされていることを 認定してい 

うになった。 これらの会社は 一隻の船舶しか る " 。 海事債権 の債務者がシングルシップ ヵ 

如 この問題についての 詳細は、 GUINCHARDetMoUSSA,op.cil.,n03758-3763 Ⅰ lparBEAUCHARDl 、 売却 船 に関する詳 

細は n03765-3767. 

41 ダンケルク商事裁判所 1982 年 5 月 勿日 (DMFl988,499)0 
42 いわゆる姉妹船差押。 supranote38. 

43 差押 狂 o ROHART,Faut-llsem さ行 erde@,app 打 enceoulasaisleconserVato@redenaviresapparentes?,DMF,@988,499. 

卸 ナント商事裁判所 1984 年 5 月 22 日、 DMF,1988,564. シェルブール 商事裁判所 1986 年 11 月 24 日、 DMF,l988,562; カ 

ーン控訴院 1985 年 12 月あ 日 、 DMF,1987,654; レ ンヌ控訴院 1989 年 6 月 21 日、 DMF,1989,649;@990,60 等参照。 

45G Ⅲ NCHARDelMoUSSA,op cit.,ln03770 Ⅰ tparBEAUCHARD]. おそらくここで 外観理論・仮装性理論援用の 必要があ 

るのは、 1952 年条約が適用できず、 第 3 条 (2) を直接に根拠とすることができない 場合に限られる 筈であ るが、 以下 

に照会するように、 判例は、 条約が適用される 場合にも「覚観理論」「仮装性理論」の 語によって事柄を 説明してい 
る よ う であ る。 

耶 ルーアン控訴院 1992 年 3 月 26 日、 DMF,@992,574;1994 年 1 月 6 日、 DMF,l994,559. 等。 

47 サン ナ ゼール商事裁判所 1985 年 5 月 14 日、 DMF, l988,558; アントワープ 控訴院 1985 年 5 月 14 日、 JPA l989-l990 ， 

308. 船舶に関する 外観 ( 同一の儀装着 兼 管理者、 同一の旗国、 類似の名称 ) 、 海事債権 の対象船の儀装者 と ( 仮 ) 差 
押対象 船 の儀装者との 関係の外観 @ 一の株主、 本店所在地の 同一、 電話番号の同一、 役員・顧問弁護士の 同一、 商 
号の同一 ) 、 両社の株主に 関する外観 ( 株主の住所の 同一、 同族関係、 業務執行機関における 過半数の構成員の 重複 ) 
等がその要素となる。 
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はならないとの 解釈を前提に、 国家の「派生 た。 従来述べられていた「債務者たる 会社に 

体」㏄ m 皿 ation) の理論を否定した。 ・しかし、 固有財産が存しなかったことの 証明が必要で 

この場合にも、 申立人は仮装的法人格の 作山 あ る」との限定に 加えて、 破致院 商事部 1997 
を 根拠に執行を 維持できる。 年 10 月 1 日 " は 、 「法人に対する 国家の監督、 

外国国家に属する 船舶は、 原則として ( 仮 ) 法人に国家が 割り当てた公役務の 存する と 

差押不能であ る。 しかし国有企業が 商業活動 だけでは、 当該法人を国家の 派生体として 同 

な 行 3 場合には、 これを国家自身の 私法行為 一 規 するには不充分であ る」との限定をも 加 

として扱い、 「派生体調」が 妥当する。 当該 えた。 近時に至ってもなお 破致院は 、 会社の 

企業は国家の 手足であ るに過ぎず、 法人格の 固有財産の存在の 証明により、 この会社が仮 

異別を根拠に 執行を免れないというものであ 装会社であ ることを否定する 判断をくりかえ 

る 。 判例は 、 特に、 社会主義国家の 商船団に して確認、 している 62n 

属する 船ぬ 白の ( 仮 ) 差押についてこのような 本件評釈の対象となった 半 Ⅱ決も、 この 半雌 Ⅰ 

判断をしている。 この立場は、 生産手段の葉 の流れに立脚したものといえる。 

団的所有を双提とする 国家的政策に 関する理 

論を借用して 正当化されている。 ルーアン控 結 

訴院 1985 年 12 月 23 日 " は 、 ルーアン港に 停 

泊 中のルーマニア 国有商船を、 本船所有権 者 最後に、 ボルドー第 4 ( モンテスキュ 一 ) 

であ る NA 玉 Ⅲ OM 社とは無関係な 別のルーマ 大学講師 NAVA Ⅲ田モ AROCHE (CecjIe) の 

ニア会社に対する 債権 の履行確保のため、 パ 批評をきこう。 

ナマ会社が仮差押を 行った事例で、 差押命令 本件では、 債権 者は、 債務者と船舶所有者 

取消を求められた 裁判所は、 執行を維持する との間の財産関係の 分離は純粋に 仮装でしか 

判断を下した。 外部から見て、 ルーマニアを ないと主張し、 他方、 船舶所有者は、 船舶が 

旗国とする船舶は 国家の所有とされ、 国家が、 債権 者の掴取の対象から 除外させるために 法 

他の社会主義国と 同様、 生産手段の所有者だ 人格の背後に 隠れようとした。 

からであ る。 この議論は、 伝統的に争われてきたが、 今 

ところが、 破股院 商事部 1988 年 7 月 6 日㏄ 日もなお、 債務者会社と 船舶所有会社とがい 

は、 民法典第 2092 条に基づき、 債務者たる会 ずれも同一国家に 結び付けられ、 この国家が 

社に固有財産が 存しなかったことの 証明がな すべての生産手段を 所有する者と 看 徴 されて 

いものとして 右 ルーアン控訴院判決を 破致し いる 本 fT の事例のような 場面で、 顕在化する。 

た。 以降の事実審裁判所は、 あ るいは外観理 このような利害対立を 解決することを 企図し 

論に依拠 し " 、 あ るいは複数の 会社の所有権 た、 派生体読 (th さ eoniede 「， 色 m 旭 ation) によれ 

の 理論に依拠して。 。 かかる執行の 容認を試み ば、 同一国家の有する 複数の会社が、 国家に 

57DMF, l986,349   

58@DMF ， 198S ， 595   
59 ルーアン控訴院 1991 年 11 月が日、 DMF, @992,693   

㏄エクス控訴院 1992 年 3 月 20 日、 DMF,l992,693,l993,22. 
6lRCDIP,@997,751;JCPed.G,1998,1,,103. 

62 破致院 商事部 1999 年 11 同 23 日、 DMF,2000,719;DMF,200l,h づ ．， 33. なお、 ロシア国家の 派生体であ る国立ムルマンス 

ク大学の管理下にあ った Sedov 号に関する前掲ブレスト 商事裁判所判決は、 仲裁に参加したロシア 政府が主権 免除を 

放棄したが、 旗国ロシアの 民法典第 126 条 第 Ⅰ項が適用され、 これによれば、 国が設立した 法人に経済的管理および 

操業上の指揮の 権 利の形式で割り 当てられた財産を 除き、 国はその国有財産により 責任を負うものとあ り、 この基準 
で本船は執行を 免れた。 G り Ⅲ CHARDelMoUSSA,op.clt.,n03774.[P 町 BEAUCHAR 町 
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も 会社集団内の 他社にも事実上従属している 

ならば、 集団内の一社が 負 う 債務に基づき、 

集団 内 他社に所有権 が属する船舶を 差押さえ 

ることは正当であ り、 ましてや、 国家が承認 

した債務については 一層正当であ るという。 

しかしながら、 この学説には、 近代法の根 

幹の一つであ る、 「法人格の自律性」 

(autono 血 edeIapersonnalit る morale) に抵触す 

る。 伝統的な考え 方では、 債権 者は債務者の 

責任財産に属さない 財産を以って 債権 の回り尺 

をはかることは 許されない。 

そこで、 債権 者は、 当該法人が国家との 関 

係で自律性を 持たないことの 具体的な立証を 

行って、 「法人格被衣の 穿 了 し」 (percerlevoiIe 

deIapersonnalitemorale) を行わなければなら 

ない。 

では、 その立証はどのようにして 行われる 

べきであ るか。 本船 LeoT 号は、 船舶所有者 

とは直接に関係のない 債権 に基 き仮 差押の対 

象となった。 申立人は、 形式としては 所有者 

とは別の会社に 対する債権 者であ るが、 実体 

としてキューバ 国家が債務者であ ると 看倣す 

とともに、 キューバ国家を 船舶所有者と 看 徴 

した。 しかし、 裁判所は執行の 解除を命じた。 

そこで、 争点は、 船舶所有会社および 債務会 

社の仮装性の 有無の認定如何となったのであ 

る。 

注目すべきは、 今日においては、 派生体調 

と外観理論との 違いは何もない、 という点で 

あ る。 派生体説の適用は、 元来、 国家との関 

係で会社が自律的であ るかどうかを 厳密に分 

析することを 対象とするものであ った。 しか 

し、 その後、 外観理論のより 柔軟な基準に 包 

摂されてしまうことになる。 外観理論は、 ( 外 

観上コ 債務会社と船舶所有者との 利益共同体 
が存することを 以 って足りるというものであ 

った。 

Osi 「 hs ¥ 号 第二事件 ぬ 以降、 会社間の財産関 

係の混同およびそのうちの 一社または数社の 

仮装性を証明できれば、 問題になる会社の 自 

律性の欠訣の 証明に足るものとなった。 事実 

審判事は、 上級裁判所での 適切なコントロー 

ルを可能とするべく、 事案に固有の 理由付け 

を詳細に述べなければならなくなった。 

以来、 いずれにせよ、 漠然とした徴候の 列 

挙では関連船舶の 執行には不充分となった。 

その証明責任は 申立人側の負担となる。 判旨 

はこの点、 会社間の財産関係の 混同およびそ 

のうちの一社または 数社の仮装性を 証明しな 

かったものとして 仮 差押命令解除を 支持した 

のであ る 6 。 。 

この ょう にして、 本 判決が判例理論に 準拠 

していることは 確認、 された。 しかし、 

NAVA 田並 -LAROCHE は、 判決を非難する。 

証明責任が申立人の 側にあ るにもかかわらず、 

控訴院はすすんで 詳細に会社の 自律性を根拠 

づける要素 ( 固有財産が存在し、 その名にお 

ける契約が締結され、 紛争のはるか 前に会社 

が 設立されており、 記名を以って 表示された 

者が所有者であ る、 等 ) を分析している。 し 

かしながら、 仮装性の証明が 果されてないと 

いうために必要なのはどれかひとつだけで 十 

分ではないのか ( この点原審は 会社集団の現 

実的存在の証明から、 この会社が仮装でない 

ことを導いている ) 、 というのであ る 650 

■ 

    
63 前出ルーアン 控訴院 1 ㏄ 4 年 11 月 15 日、 DMF,l995,l35. 

㏄双掲判旨のうち、 「にの経営方式の 詐害性の否定 ) 」の部分参照。 
㏄ DMF2003(640),pp747ets. 
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